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東日本大震災義援金の受付について東日本大震災義援金の受付について
　町民皆様の温かいご支援により義援金が１００万円を突破し 3 月 30 日に日本赤十字社徳島県支部に寄託致しま

した。義援金の受付は引き続き行っておりますので、今後とも皆様の温かいご支援、ご協力をよろしくお願い致

します。
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義援金受付場所

義援金箱も設置

しております。

受　付　上板町役場　福祉保健課・上板町社会福祉協議会

預かり　上板町人権センター内　人権課

※領収書の必要な場合は、受付時にお申出ください。

　

こ
の
度
、
関
西
広
域
連
合
か
ら
徳
島
県
を
通
じ

た
要
請
に
よ
り
、
県
内
自
治
体
職
員
八
名
が
宮
城

県
北
部
沿
岸
市
町
支
援
第
四
班
と
し
て
、
上
板
町

か
ら
も
一
次
︵
四
月
十
五
日
か
ら
二
十
四
日
︶
と

二
次
︵
五
月
二
十
日
か
ら
二
十
九
日
︶
と
し
て
四

人
の
職
員
が
、
女
川
町
総
合
体
育
館
避
難
所
に
派

遣
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
、
我
々
が
支
援
に
あ
た
っ
た
女
川
町
総
合

体
育
館
避
難
所
で
は
体
育
館
内
と
運
動
場
の
テ
ン

ト
村
に
約
七
百
人
の
方
が
密
集
し
て
避
難
生
活
を

送
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に

は
様
々
な
業
務
が
発
生
し
ま
す
。
最
大
の
業
務
は

食
事
の
配
給
で
す
。
避
難
所
に
は
自
衛
隊
や
民
間

企
業
か
ら
炊
き
出
し
が
届
き
、
そ
れ
を
地
元
職
員

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
と
協
力
し
て
配
給
し
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
体
育
館
の
他
に
も
女
川
町
内

に
は
小
さ
な
避
難
所
が
点
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら

を
視
察
し
要
望
調
査
の
業
務
に
あ
た
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
清
掃
や
支
援
物
資
の
仕
分
け
な
ど
の
作
業

も
行
い
ま
し
た
。
ま
た
女
川
町
立
病
院
に
行
き
、

被
災
に
よ
り
破
損
し
た
書
類
の
復
元
等
の
事
務
作

業
も
行
い
ま
し
た
。

　

作
業
の
合
間
に
は
地
元
の
方
と
話
す
機
会
も
あ

り
、
貴
重
な
話
を
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
地

震
直
後
の
被
害
は
意
外
に
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
死
傷
者
が
出
た

り
、
建
物
や
道
路
が
壊
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
す
る
と
海
水
位
が
上
が
り
始
め
、
足
元

か
ら
徐
々
に
浸
水
が
は
じ
ま
り
、
気
が
つ
け
ば

あ
っ
と
い
う
間
に
町
が
ほ
ぼ
ま
る
ご
と
飲
み
込
ま

れ
て
い
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
予
想
以
上
の
津

波
の
高
さ
に
よ
り
高
台
に
避
難
し
て
い
て
も
、
津

波
に
さ
ら
わ
れ
た
方
も
い
た
そ
う
で
す
。
さ
ら
に

余
震
も
あ
り
、
し
ば
ら
く
は
避
難
し
た
場
所
か
ら

動
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
が
続
い
た
よ
う

で
す
。

　

実
際
に
被
災
し
た
方
の
話
を
聞
き
我
々
が
感
じ

た
の
は
、
普
段
か
ら
の
防
災
意
識
の
重
要
性
で
し

た
。
地
震
直
後
の
津
波
に
対
す
る
警
戒
が
十
分
な

ら
、
避
難
箇
所
と
経
路
を
し
っ
か
り
チ
ェ
ッ
ク
し

て
お
け
ば
被
害
を
小
さ
く
で
き
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
そ
う
悔
や
む
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

災
害
に
対
し
て
最
も
大
事
な
備
え
は
普
段
か
ら
の

心
構
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
地
区
ご
と
の
避
難

箇
所
の
確
認
、
家
族
の
緊
急
連
絡
先
又
は
家
族
の

集
合
場
所
の
確
認
と
い
っ
た
普
段
か
ら
行
え
る
防

災
対
策
や
、
避
難
指
示
、
避
難
勧
告
が
発
令
さ
れ

た
場
合
は
速
や
か
に
指
示
に
従
う
こ
と
も
重
要
で

す
。
事
態
を
楽
観
視
し
た
り
、
災
害
を
軽
視
し
た

り
す
る
事
は
危
険
で
す
。
災
害
は
い
つ
起
き
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
今
回
の
震
災
を
教
訓
の

一
つ
と
し
て
、
日
々
の
防
災
意
識
を
高
め
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

東
日
本
大
震
災

東
日
本
大
震
災

一
次
派
遣
職
員　　
　

馬　

木　

鉄　

矢

今　

川　

賢
一
朗

上上上上上上上上上上上上上上
板板板板板板板板板板板板板板
町町町町町町町町町町町町町町
派派派派派派派派派派派派派派
遣遣遣遣遣遣遣遣遣遣遣遣遣遣
職職職職職職職職職職職職職職
員員員員員員員員員員員員員員
報報報報報報報報報報報報報報
告告告告告告告告告告告告告告

上
板
町
派
遣
職
員
報
告

　

宮
城
県
北
部
沿
岸
市
町
支
援
第
十
陣

と
し
て
宮
城
県
女
川
町
に
派
遣
さ
れ
た

町
職
員
が
、
五
月
二
十
四
日
午
後
一
時

か
ら
女
川
第
二
小
学
校
校
庭
で
、
女
川

第
二
小
学
校
三
年
一
組
二
十
六
名
︵
担

任：

菅
井
秀
成
先
生
︶
の
児
童
ら
と
上

板
町
か
ら
持
参
し
た
ゴ
ー
ヤ
ー
の
植
栽

を
行
い
ま
し
た
。

二
次
派
遣
職
員　　
　

松　

田　

健　

志

兼　

間　

大　

輔

女女女女女女女女女女
川川川川川川川川川川
第第第第第第第第第第
二二二二二二二二二二
小小小小小小小小小小
学学学学学学学学学学
校校校校校校校校校校
内内内内内内内内内内
にににににににににに

女
川
第
二
小
学
校
内
に

ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ
ーーーーーーーーーー
ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ
ーーーーーーーーーー
をををををををををを
植植植植植植植植植植
栽栽栽栽栽栽栽栽栽栽

ゴ
ー
ヤ
ー
を
植
栽
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㈶徳島県消防協会
副 会 長 就 任

　

五
月
二
十
八
日
︵
土
︶、
上
板
町
中
央
公
民
館

に
お
い
て
上
板
町
戦
没
者
追
悼
式
が
遺
族
関
係

者
等
八
十
八
名
出
席
の
も
と
、
厳
粛
に
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

戦
没
者
六
二
六
柱
の
忠
魂
碑
に
た
く
さ
ん
の

白
い
菊
を
お
供
え
し
、
町
長
の
追
悼
の
言
葉
を

は
じ
め
と
し
て
、
来
賓
の
追
悼
の
言
葉
等
が
あ

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
思
い
出
深
い
音
楽
を
演
奏
の
中
、
遺

族
の
方
々
や
遺
族
の
ご
家
庭
の
子
ど
も
さ
ん
も

献
花
を
行
い
、
参
加
者
一
同
は
、
戦
火
に
散
っ

た
戦
没
者
の
方
々
の
ご
冥
福
と
日
本
の
恒
久
平

和
を
お
祈
り
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
三
年
度

戦
没
者
追
悼
式

行
わ
れ
る

◎
平
成
二
十
三
年
第
一
回
定
例
会
の
概
要

　

第
一
回
定
例
会
は
、
三
月
八
日
か
ら
三
月
十
八

日
ま
で
の
十
一
日
間
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

開
会
日
に
は
、
納
田
町
長
が
町
政
に
取
り
組
む

所
信
と
行
政
改
革
の
推
進
、
環
境
問
題
、
農
業
問

題
、
防
災
計
画
、
教
育
問
題
、
人
権
問
題
、
財
政

問
題
な
ど
当
面
す
る
町
政
の
重
要
課
題
に
つ
い
て

述
べ
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
で
は
、
防
災
対
策
、
行
財
政
改
革
、

農
業
問
題
、
環
境
問
題
、
教
育
問
題
、
な
ど
が
論

議
さ
れ
ま
し
た
。

︵
議
員
九
名
か
ら
一
般
質
問
︶

　

町
長
提
出
議
案
、
三
十
一
件
の
内
、
二
十
件
が

可
決
、
一
件
が
修
正
可
決
、
七
件
が
否
決
、
二
件

が
同
意
、
一
件
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
提
出
議
案
、
九
件
の
内
、
六
件
が

可
決
、
一
件
が
否
決
、
二
件
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　
　◎ 

議
会
議
員
協
議
会

　

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

　

第
一
回
定
例
会
提
出
議
案
の
協
議
を
行
な
う
。

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り

上
板
町
議
会
だ
よ
り

︵
四
月
一
日
付
異
動
者
︶

︵　

︶内
旧
任

総　

務　

課

　

主　

事　

補

　
　

今　

川　

賢
一
朗

︵
新
規
採
用
︶

環
境
保
全
課

　

主　
　

事

　
　

吉　

野　
　
　

忍

︵
福
祉
保
健
課
主
事
︶

住　

民　

課

　

主　

事　

補

　
　

高　

田　

見　

和

︵
新
規
採
用
︶

福
祉
保
健
課

　

主　
　

査

　
　

森　
　
　
　
　

猛

︵
環
境
保
全
課
主
査
︶

　

主　
　

事

　
　

野　

崎　

智　

和

︵
住
民
課
主
事
︶

建　

設　

課

　

主　
　

幹

　
　

尾　

澤　
　
　

勝

︵
福
祉
保
健
課
主
幹
︶

水　

道　

課

　

主　
　

事

　
　

馬　

木　

鉄　

矢

︵
建
設
課
主
事
︶

教
育
委
員
会

　

主　
　

査

　
　

栗　

尾　

克　

彦

︵
総
務
課
主
査
︶

産　

業　

課

︵
農
業
委
員
会
兼
務
︶

　

主　
　

幹

　
　

豊　

川　
　
　

賢

︵
農
業
委
員
会
局
長
︶

産　

業　

課

　

課
長
補
佐

　
　

吉　

田　

妙　

子

︵
教
育
委
員
会
局
長
補
佐
︶

農
業
委
員
会

　

主　
　

査

　
　

武　

田　

泰　

信

︵
産
業
課
主
査
︶

馬
道
会
館

　

所　
　

長

　
　

福　

田　

幸　

司

︵
水
道
課
課
長
補
佐
︶

中
央
広
域
環
境
施
設
組
合
派
遣

　
　

切　

原　
　
　

潤

︵
環
境
保
全
課
主
査
︶

徳
島
滞
納
整
理
機
構
派
遣

　
　

原　
　
　

章　

人

︵
税
務
課
主
査
︶

︵
六
月
一
日
付
異
動
者
︶

宮
城
県
女
川
町
派
遣

　
　

岩　

野　

角　

雄

︵
環
境
保
全
課
課
長
︶

人　

事　

異　

動

■日時　毎月　第３水曜日

　　　　午後１時30分〜午後４時

■場所　上板町人権センター（上板町西分）

　　　　TEL　６３７−６３０１

人権に関する困りごと、
心配ごとはございませんか？

人権擁護委員による人権相談を
毎月実施しています。

相談は、無料で秘密は固く守られます。
お気軽にご相談ください。

　

五
月
二
十
六
日
開
催
の︵
財
︶徳
島
県
消
防
協
会

総
会
に
お
い
て
、
副
会
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

上
板
町
お
よ
び
徳
島
県
の
消
防
防
災
活
動
に
対

し
今
後
益
々
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　任期満了（９月30日）に

伴う上板町議会議員一般

選挙が、次のとおり執行

される予定です。

※立候補予定者説明会は、
８月９日（火）午後１時
30分から中央公民館大
会議室で行う予定です。

告 示 日

９月１３日（火）

選挙期日

９月１８日（日）

上板町選挙管理委員会

TEL 694−6801

上
板
町
消
防
団　

団
長

中　

川　
　

直

　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の

人たちです。この制度は、日ごろ地域に根ざし

た活動を行っている民間の人たちが、地域の中

で人権思想を広め、人権侵害が起きないように

見守り、人権を擁護していくことが望ましいと

いう考えから設けられたものです。現在、約

１４,０００名の委員が全国の各市町村に配置され

住民の皆さまからの人権相談を受けるなど、積

極的な活動を行っています。

上板町の人権擁護委員は次の方々です。（H2３.７.1 現在）

新見　正之（鳥　屋）　西條　陽一（中西東）

眞木　育代（東　光）　田野　知義（大南１）

吉田　公一（山　田）　　　　　　　　　　
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明
日
の
郷
土
を
担
う
青
少
年

た
ち
が
、
豊
か
な
心
を
育
み
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
発
揮
し
、

自
立
心
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
た
く

ま
し
く
育
っ
て
い
く
こ
と
は
、

私
た
ち
県
民
す
べ
て
の
願
い
で

す
。　

し
か
し
な
が
ら
、核
家
族

化
や
少
子
化
の
進
行
に
よ
る
人

間
関
係
の
希
薄
化
、
家
庭
や
地

域
の
教
育
力
の
低
下
、
ま
た
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
携
帯
電
話
の

急
速
な
普
及
、
生
活
の
二
十
四

時
間
化
等
、
急
激
な
社
会
環
境

の
変
化
や
価
値
観
の
多
様
化
は
、

青
少
年
の
意
識
や
行
動
に
も
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
非
行
の

凶
悪
・
粗
暴
化
、
低
年
齢
化
、

学
校
で
の
い
じ
め
や
不
登
校
、

児
童
虐
待
や
性
の
逸
脱
行
為
な

ど
、
青
少
年
を
巡
る
問
題
は

年
々
複
雑
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

二
十
一
世
紀
を
担
う
青
少
年
自

身
が
、
社
会
的
な
連
帯
感
や
規

範
意
識
を
身
に
つ
け
、
主
体
的

に
生
き
る
人
間
と
し
て
成
長
す

る
た
め
に
は
、
青
少
年
が
多
様

な
人
間
関
係
の
中
で
社
会
性
を

培
っ
て
い
く
た
め
の
よ
り
良
い

環
境
づ
く
り
が
ま
す
ま
す
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
家
庭
・
学
校
・

地
域
社
会
・
関
係
機
関
が
緊
密

に
連
携
し
、
非
行
か
ら
青
少
年

を
守
る
と
い
う
気
運
を
醸
成
す

る
と
と
も
に
、
広
く
県
民
の
非

行
に
対
す
る
理
解
と
認
識
を
深

め
、
地
域
に
密
着
し
た
き
め
細

か
な
青
少
年
の
非
行
防
止
・
健

全
育
成
を
図
る
目
的
で
、
七
月

一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

の
二
ヶ
月
間
、
地
域
ぐ
る
み
で

健
全
育
成
、﹁
共
に
育
む　

豊
か

な
心
と
生
き
ぬ
く
力
﹂
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
第
三
十
四
回
﹁
防

ご
う
！
少
年
非
行
﹂
県
民
総
ぐ

る
み
運
動
が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

本
町
に
お
い
て
も
、
大
人
一

人
ひ
と
り
が
青
少
年
の
非
行
防

止
・
健
全
育
成
に
つ
い
て
、
よ

り
一
層
関
心
を
高
め
て
頂
く
と

と
も
に
、
青
少
年
の
健
全
育
成

に
ご
尽
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
青
少
年
育
成
上
板
町

民
会
議
で
は
、
地
域
全
体
で
子

ど
も
を
見
守
り
、
育
て
る
環
境

に
し
て
い
く
た
め
に
﹁
あ
い
さ

つ
・
声
か
け
運
動
﹂
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
町
民
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
ど
の
子
ど
も

に
も
﹃
愛
の
一
声
﹄
を
お
か
け

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

■図書カードの発行（再発行）に必要

　なもの

・図書館利用者登録申込書（上板町

教委か板野町図書館にあります）

・自動車運転免許証、保険証等住所

を証明できるもの

・登録カード発行（再発行）手数料

１００円

■貸出期間：２週間

■貸出冊数：１０冊以内

■ところ：〒７７９−０１０８

　　　　　板野町犬伏字東谷１３−１

　　　　　TEL ６７２−５８８８

■開館日：火曜日〜日曜日　１０：００〜１８：００

■閉館日：

　月曜日（月曜日が祝日の時は、翌日も休館）

　祝　日（日曜日が祝日の時は開館し、火曜日を休館）

　年末年始（１２月２８日〜１月４日）

　特別整理期間（７月５日〜１５日）

上板町ファミリースポーツ公園には、温水プール・テニスコート・グ

ラウンド・遊具施設など、だれでもお気軽にご利用いただける施設です。

４月から指定管理者として、㈱ハッピーが管理運営を行っております。

温
水
プ
ー
ル

●一般開放時間

【月曜日〜金曜日】10：00〜16：30・18：30〜20：30

【土　　曜　　日】10：00〜15：20・17：30〜20：30

【日 曜 日・祝 日】10：00〜15：20・17：30〜20：30

●一般開放時料金

大人・高校生　420円　小・中学生　210円　幼児　100円

（２時間料金となります。◎幼児１人につき大人１人同伴。）

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

●利用時間

【昼　　間】　9：00〜17：00（１時間単位）

【ナイター】18：00〜20：00・20：00〜22：00

※利用するにあたりフロントにて申請が必要となります。

※（レンタル）　テニスラケット　525円

●使用料金

【町　内】１時間　　525円（ナイター　２時間　2,100円）

【町　外】１時間　1,050円（ナイター　２時間　3,150円）

グ
ラ
ウ
ン
ド

●利用時間／料金

【午　　前】　8：00〜12：00（町内　3,150円）

【午　　後】13：00〜17：00（町内　5,250円）

【ナイター】19：00〜22：00（町内　8,400円）

※利用するにあたりフロントにて申請が必要

　となります。

※12月１日〜３月31日までナイター使用不可。

遊
具
施
設

●多目的広場

※スベリ台・ブランコ・カラフルアスレチック

　など楽しめる遊具があります。

お問い合わせ先：上板町ファミリースポーツ公園　TEL694−6557

アサンスポーツクラブでは、年間を通し

てのスイミングスクールも行っています。

子供は３歳〜大人の方まで、幅広くご利

用いただけます。是非一度ご利用くださ

い。（無料送迎バスも運行しています。）

　体育行事のご案内　

◇板野郡町対抗軟式野球

大会

　７月１７日（日）

◇町内親睦軟式野球大会

　８月１４日（日）

　開催予定

（詳細について
は、町教育委員
会までお問い合
わせください。）

　
﹁
防
ご
う
！
少
年
非
行
﹂

県
民
総
ぐ
る
み
運
動
実
施
中　

板野町文化の館図書館の利用について
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平
成
二
十
三
年
度
春
季
ナ
イ

タ
ー
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
が
、
去

る
四
月
十
一
日︵
月
︶か
ら
二
日
間

フ
ァ
ミ
リ
ー
ス
ポ
ー
ツ
公
園
に
お

い
て
町
内
六
チ
ー
ム
が
参
加
し
開

催
さ
れ
、
白
熱
し
た
好
ゲ
ー
ム
が

展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

決
勝
戦
で
は
、
投
手
戦
と
な
り

最
終
回
に
弁
慶
ク
ラ
ブ
が
大
逆
転

し
て
見
事
勝
利
し
ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

優　

勝　

弁
慶
ク
ラ
ブ

準
優
勝　

タ
イ
ガ
ー
マ
ッ
ク
ス

第
三
位　

ヘ
ネ
シ
ー
ク
ラ
ブ

　

平
成
二
十
三
年
度
町
内
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
少
年
野
球
大
会
が
、
去

る
三
月
十
三
日︵
日
︶に
高
志
小
学

校
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い
て
開
催
さ

れ
、
町
内
三
チ
ー
ム
に
よ
る
リ
ー

グ
戦
方
式
で
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ
ま
し
た
。

　

選
手
た
ち
は
、
元
気
あ
ふ
れ
る

プ
レ
ー
で
保
護
者
の
声
援
に
応
え

て
い
ま
し
た
。

　

大
会
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

優　

勝　

松
島
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

準
優
勝　

高
志
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

第
三
位　

大
山
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

※
な
お
、
東
日
本
大
地
震
に
よ

り
、
通
常
三
日
間
の
日
程
を

二
日
間
に
短
縮
す
る
こ
と
で
、

節
電
を
行
い
ま
し
た
。

「上板ふれあいクラブ」入会申し込みのご案内「上板ふれあいクラブ」入会申し込みのご案内

　総合型地域スポーツクラブ「上板ふれあいクラブ」は、誰もが身近にスポーツができる環境を、会員一人ひと

りの意見と知恵でつくり、会員の会費によって継続的な運営を行っていく自主的組織です。

　みんなで一緒にスポーツを楽しみ、健康で元気に安心して暮らせる地域をつくりましょう。

スポーツ安全保険家族・団体会費個 人 会 費区　　　　分

１，６００円２，５００円３，０００円大　人（高校生以上）

８００円２，０００円２，５００円高齢者（６５歳以上）

６００円１，５００円２，０００円小 学 生 ・ 中 学 生

６００円３００円５００円幼　児（ ３ 歳 以 上 ）

同一世帯で人数制限なし（要：保険加入）８，０００円フ ァ ミ リ ー

クラブの目的に賛同した個人や法人の方１口　５，０００円賛 助 会 費

会費・スポーツ安全保険料

※各教室プログラムは１回だけ無料で体験参加できます。ただし、スポーツ保険料１００円は徴収します。

※会員以外の教室参加は、１回当６００円（教室料５００円＋スポーツ保険料１００円）で、参加できます。

※会員以外の卓球台及び筋トレ設備の使用は、１回当３００円（使用料２００円＋スポーツ保険料１００円）です。

※平成２３年５月より、一部教室において、教室参加料１回当２００円の徴収を導入します。

※年会費は平成２３

年４月１日から平

成２４年３月３１日

までの１年分とな

ります。

　詳 し く は ホ ー ム

ページをご覧くだ

さい。

申 込 ・ 問 い 合 わ せ 先

（詳細については、当クラブのホームページをご覧ください。）

●入会申込書に必要事項を記入し会費と保険料を添えて事務

局に提出していただくか、直接各教室の会場へお越しくだ

さい。＜事務局の開設時間：平日の１３時〜１７時＞

町
内
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
少
年
野
球
大
会

春
季
ナ
イ
タ
ー
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

〒７７１−１３０１　上板町鍛冶屋原字妙楽寺１番地８

TEL ６３７−６００６

上上上上上上上上上上上上上上板板板板板板板板板板板板板板町町町町町町町町町町町町町町ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーー内内内内内内内内内内内内内内上板町ＩＴセンター内

上上上上上上上上上上上上上上板板板板板板板板板板板板板板ふふふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれれれれああああああああああああああいいいいいいいいいいいいいいククククククククククククククララララララララララララララブブブブブブブブブブブブブブ事事事事事事事事事事事事事事務務務務務務務務務務務務務務局局局局局局局局局局局局局局上板ふれあいクラブ事務局
http://kamiita.lets-sports.net
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国保加入者の皆様へ国保加入者の皆様へ

人間ドックのご案内人間ドックのご案内

 平成 20 年度の医療制度の改正により、各医療保険者（保険証に記載）に健診の実施が義務づけられ、

メタボリックシンドロームに着目した「特定健診」を実施しています。

　国民健康保険に加入している 40 歳から 74 歳の方は、町から送られた『特定健診受診券』をご持参の

上、「特定健診」を受診してください。　

国民健康保険加入者の方へ　特定健診を受診しましょう！

❶　受診資格 

　　上板町国民健康保険の加入者（後期高齢者医療

制度加入者は対象外です。）で、国民健康保険税の

滞納がない世帯です。

　　なお、特定健診は人間ドックの受診項目に含ま

れていますので、特定健診対象者の方は人間ドッ

クと併せて受診できます。

❷　受診時期 

　　平成２３年　９月・１０月・１１月・１２月の４ヶ月

　　祝祭日を除く毎週月曜日〜金曜日

❸　受診料について 

　◎ドック受診料は３５,０００円です。うち１２,６００円

を国保から補助しますので、個人負担額は

２２,４００円です。（特定健診該当者の方で人間

ド ッ ク と 併 せ て 受 診 す る 方 は 個 人 負 担 額

１７,４００円です。）

　◎希望により、個人負担を追加すれば次の検診を

受けることができます。

　　前立腺検診（２,１００円）・乳がん、子宮がん検診

（６,０００円）

　◎ドック個人負担額と追加検査料は、受診当日に

健診センターでお支払いください。

❹　実施する医療機関 

　　財団法人　徳島県総合健診センター

　　徳島市蔵本町１丁目１０番地３

　　TEL ６３３−２２６６（代）

　　〈交通案内〉

　　・JR 蔵本駅下車（徒歩３分）

　　・徳島バス、徳島市営バス

　　　中央病院前下車（１分）

❺　申込方法 

　◎「国保・人間ドック申込書」に、住所・氏名・生

年月日・電話番号・受診希望月を記入・捺印の

うえ７月２９日（金）までに役場税務課までお申

込みください。申込み順で１６０名に達した時点

で締め切らせていただきます。

　◎受診期間のうち、９月・１０月は他の保険の健診

が集中する時期で、日程によっては検査の待ち

時間が長くかかることがあります。

　◎受診日については、後日健診センターから直接

連絡がありますので、都合の良い日をご相談く

ださい。

　※人間ドックに関してのお問い合わせは、

　　上板町役場税務課　TEL６９４−６８０７です。

　　申込書は税務課窓口にあります。

 　上板町国民健康保険では、国保の被保険者を対象に平成２３年度の人間ドック（総合健

康診査）事業を実施します。

　普段の生活習慣の中で蓄積され、自覚症状がすぐに現われない生活習慣病などを早期に

発見し対策するためには、定期的に人間ドックを受けることが最も有効な手段です。

　自分の健康状態をチェックし、疾病の早期発見、早期治療に努めましょう。
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　被災地の自治体への寄付金、自治体を通じて被災者への義援金は「ふるさと寄付金」として住民税・所得税の

控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄付金」として控除が受けられ

ます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報 HP をご覧ください。http://www.soumu.go.jp
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東日本大震災により被害を受けられた方へ

税 金 関 係 の お 知 ら せ税 金 関 係 の お 知 ら せ
東日本大震災により被害を受けられた方へ

　大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付

となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付な

どの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧くださ

い。　www.nta.go.jp
　また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、お住まいの徳島県

又は上板町役場税務課にお問い合わせください。
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浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査浄化槽法定検査ののののののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ知らせ

　浄化槽を設置されている方は、１年に１回、浄

化槽の水質に関する検査（法定検査）を受けなけ

ればならないと浄化槽法に規定されており、業者

が行う保守点検・清掃とは別に受けなければなり

ません。

　次の期間に、徳島県知事指定検査機関である、

（社）徳島県環境技術センターの職員が連絡・訪問

しますので、ご協力お願いします。

　期　　間　平成２３年８月５日（金）〜

８月２６日（金）まで

　対象地区　上板町全域

　お問い合わせ　（社）徳島県環境技術センター

　　　　　　　　TEL　０８８−６３６−１２３４

※常に水道メーターを見て、使用水量を把握してく
　ださい。宅内漏水の早期発見になります。
※漏水が見つかったときは、個人負担でお近くの水
　道工事店等に依頼して修理してください。

次のようにしていただきますと水漏れがわかります。

1

2

3

まず、家中の蛇口を全て閉めま

しょう。

次にメーターボックスのフタを

開けてメーター器を見ます。銀

色か赤色の星のような形のもの

（パイロット）を確認しましょう。

もしパイロットが回っていたら、

宅内のどこかで漏水している可

能性があります。

宅内漏水の見つけ方

1 2 3

パイロット

転入・転出等で水道を休止・廃止・撤去

する場合は、申請手続きが必要です！

●　お問い合わせ先　●

上板町役場　水道課　TEL 088−694−6817

宅内漏水にご注意ください。水道課からのお知らせ水道課からのお知らせ

※メーターボックスの上には物を置かないよ
　うにしてください。

テニスコートの使用時間について

次のテニスコートの使用できる時間は、

午前９時〜午後５時

となっております。時間を守ってご使用ください。

川西テニスコート

（西分字サビ７−２）

馬道テニスコート

（西分字原渕14−８）

お問い合わせ

上板町役場環境保全課　TEL694−6813

お問い合わせや資料請求は、鳴門地域事務所まで（TEL：６８５−５３０６）　　※年齢は２４年４月１日現在

平成２３年度　自 衛 官 採 用 案 内

そ　　の　　他試　験　日受 付 期 間資　　格募 集 種 目

１　試験会場＆試験費用
　　場　所：松茂町の自衛隊基地
　　試験費：無料
２　大学（学生）について
　① 入学〜卒業まで学費不要
　② 学生手当等が支給されます
　③ 学費や手当は基本的に償還不要
３　その他
　　防大は一般大学同様に「学士号」を、

防衛医大は「医師免許」を、看護学生は「正
看護師免許」、航空学生は「パイロット免
許」を取得できます。

１次：１０月２９・３０日
　　　（両日実施）

９月５日
〜９月３０日

高卒（見込含）
２１歳未満

防 衛 医 科 大 学

１次：１１月５・６日
　　　（両日実施）

９月５日
〜９月３０日

高卒（見込含）
２１歳未満

防 衛 大 学

１次：１０月２２日
９月５日

〜９月３０日
高卒（見込含）

２１歳未満
看 護 学 生

（高等看護学院）

１次：９月２３日
８月１日

〜９月９日
高卒（見込含）

２１歳未満
航 空 学 生

〈自衛官について〉
１　給与：約１６万〜（+ 各種手当）
２　ボーナス：４.３ヶ月／年
３　休み
　　土日祝祭日を基本、他にもお盆・お正

月等の有給あり。
４　勤務地：松茂、小松島　他
５　待　遇：特別国家公務員

１次：９月１７日
８月１日

〜９月９日
１８歳以上
２７歳未満

一 般 曹 候 補 生

男子：受付時に御案内
します

女子：９月２５日から
２８日いずれかを１
日を指定されます

男子：年間通じて
行っています

女子：８月１日〜
９月９日

１８歳以上
２７歳未満

自 衛 官 候 補 生
（任期制自衛官）
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放　送　大　学
１０ 月 生 募 集 の お 知 ら せ

　放送大学では、平成２３年度第２学期（１０月入

学）の学生を募集しています。

　放送大学はテレビなどの放送を利用して授業を

行う通信制の大学です。

　働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽

しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、職業の

方が学んでいます。

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学な

ど、幅広い分野を学べます。

　出願期間は８月３１日まで。

　資料を無料で差し上げています。

　お気軽に放送大学徳島学習センター

　（TEL ０８８−６０２−０１５１）までご請求ください。

　放送大学ホームページでも受け付けております。

労 働 保 険 の 年 度 更 新 の お 知 ら せ

　平成２３年度の労働保険の年度更新手続きは、お済みでしょうか。
　まだ手続きがお済みでない事業主の方は、７月１１日（月）が申告・
納付期限となっております。
　すみやかに、申告・納付されますようにお願いいたします。
　詳しくは、徳島労働局　労働保険徴収室（TEL ０８８−６５２−
９１４３）へお問い合わせください。

　事業主各位　徳島労働局

平成23年度　地域パソコン講座のご案内

・インターネットの使い方
・いろいろなゲームに挑戦しよう
・You Tube で音楽や動画を楽しむ

インターネットを楽しもう！

・パソコンの使い方
・自分の名刺を作ってみよう
・自分だけのオリジナルストラップを作る

一太郎スマイルを使ってみよう！

対象者：板野郡にお住まいの知的に障がいを

　　　　お持ちの方（北島町は除く）

日　程：８月　５　日㈮・８月12日㈮

　　　　８月19日㈮・８月26日㈮

　　　　９月　２　日㈮・９月　９　日㈮

場　所：福祉ホームリズム

　　　　１階地域交流スペース

時　間：13：30〜15：30

費　用：必要ありません

●
講
座
内
容
１

●
講
座
内
容
２ 対象者：板野郡にお住まいの身体および精神に障がいをお持

　　　　ちの方（北島町は除く）

場　所：福祉ホームリズム　１回地域交流スペース

時　間：13：00〜16：00

費　用：テキスト代が必要になります。

※ご希望のコースを選択することができます。

日　程：

１コース…9月16日㈮・9月30日㈮・10月7日㈮・10月14日㈮
　　　　　10月21日㈮・10月28日㈮

２コース…11月4日㈮・11月11日㈮・11月18日㈮・11月25日㈮

３コース…11月25日㈮・12月2日㈮・12月9日㈮・12月16日㈮
　　　　　12月23日㈮

４コース…1月6日㈮・1月１3日㈮・1月20日㈮

５コース…1月27日㈮・2月3日㈮・2月10日㈮・2月17日㈮

●お申し込み・お問い合わせ　障害者生活支援センター　凌雲　TEL 088−693−1117　FAX 088−692−6776

１コース：“知れば知るほど楽しくなるインターネットを活用しよう！”
２コース：デジカメ写真で“ひと味違う”年賀状を作ってみよう！
３コース：見栄えのよい“ワンランク上の”文書を作ってみよう！
４コース：デジカメ写真で“自分だけの”動画を作ってみよう！
５コース：自分のブログを作ってみよう！

平成２３年度オフィスワーク事務科
後期生（平成２３年１０月入校）の訓練生募集

【募　集　対　象　者】　身体障害者

【募集科目と募集店員】　オフィスワーク事務科　後期生１５名

【受付期間と選考日】　入校時期　１０月入校

　　　　　　　　　　　受付期間　６月２０日（月）〜７月１９日（火）

　　　　　　　　　　　選 考 日　８月２日（火）

【その他】　受講料は無料（ただし、教科書代等は自己負担）

　　　　　通校が困難な方については、校内に寮施設があります

【連絡先】　〒６６４−０８４５　兵庫県伊丹市東有岡４丁目８　

　　　　　国立県営　兵庫障害者職業能力開発校

　　　　　TEL ０７２−７８２−３２１０　FAX ０７２−７８２−７０８１

平成２３年　徳島県立鳴門テクノスクール

９月　入校の訓練生の募集

【訓　　練　　科】　ＩＴ技能科２

【訓 練 期 間】　９月１２日〜１２月９日

【訓練実施場所】　四国進学会　藍住校（板野郡藍住町）

【受　　講　　料】　無料（教材費等別）

【対　　　　象】　離転職者で、公共職業安定所から受講指示又は受

講推薦を受けた人（学歴・年齢・性別は問いません）

【申 し 込 み】　７月２１日〜８月１７日までに居住地を所轄する公

共職業安定所へ

　　詳しくは、公共職業安定所、

　　又は県立鳴門テクノスクール（TEL ０８８−６８６−４７５２へ）

徳島県立総合教育センター
貸出施設の御案内

　総合教育センターでは、ホールや研修室の貸出

を行っています。

　会議に、各催しものに、ぜひご利用ください。

【ホ　ー　ル】　３５０人収容

【和室研究室】　１室（２１畳）

【会　議　室】　１４４名　１室　　１０８名　１室

　　　　　　　　４８名　３室　　　２４名　１室

【駐 車 場 料】　無料

※テニスコートも貸し出しています

　（ハードコート２時間３００円）

【問い合わせ・予約・申込み】

　徳島県立総合教育センター　企画総務課

　〒７７９−０１０８　徳島県板野郡板野町犬伏字東谷１−７

　TEL ０８８−６７２−５０００

　FAX ０８８−６７２−５００５
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詳しくは上板町役場福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）までお問い合わせください。

　介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全

体で支え合う制度です。４０歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、

介護が必要となったときに介護保険のサービスを利用できる制度です。

　いつまでも、自分らしい毎日を過ごすためにサービスを上手に利用して

ください。

父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父父子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭にににににににににににににににににににににににににににににに対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当ににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててててててててててててててててててて

◆　次の①〜⑤のいずれかに該当する子どもについ

て、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じ

くしている場合に支給されます。

　①父母が婚姻を解消した子ども

　②母が死亡した子ども

　③母が一定程度の障害の状態にある

子ども

　④母の生死が明らかでない子ども

　⑤その他（母が１年以上遺棄してい

る子ども、母が１年以上拘禁され

ている子ども、母が婚姻によらな

いで懐胎した子どもなど）

支 給 要 件

◆　受給資格者が監護・養育する子どもの数や受給

資格者の所得等により決められます。

　○児童１人の場合

　　全部支給：４１,５５０円

　　一部支給：４１,５４０円〜９,８１０円

　○児童２人以上の加算額

　　２人目　　　　　：５,０００円

　　３人目以降につき：３,０００円

手 当 額

◆　児童扶養手当を受給するには、町へ申請が必要

です。

　　申請にあたっては、受給資格者及び該当する子

どもの戸籍謄本（抄本）や住民票が必要です。

受給するためには

父子家庭に対する児童扶養手当が支給されます。

下記の要件に該当する方で、まだ申請されてない方は役場福祉保健課にて申請してください。

●保険料について

　　４０歳から６４歳の人は加入している医療保険の保険

料と一括して納めます。

　　６５歳の誕生月分からは個人ごとに町へ保険料を納

めます。

　　納付書が届いたら、お近くの金融機関で納付してく

ださい。

　　介護が必要となったとき、誰もが安心してサービス

を利用できる様に保険料は忘れずに納めましょう。

●保険証について

　　６５歳になる月の前月に保険証を送付しています。

　　介護が必要になって、要介護認定申請をする時に提

出してください。 

●相談窓口

　　地域で暮らす高齢者のみなさんを介護、福祉、健康

等総合的に支えていくための拠点として上板町地域包

括支援センターがあります。介護予防サービス利用や

介護保険利用の仕方など、今すぐに介護保険を使う必

要がない場合でも、日常生活に関する相談など気軽に

相談してください。

　　TEL：上板町老人福祉センター　０８８−６９４−６１５５

　　　　　地域包括支援センター　０８８−６９４−５５９７

●介護認定のながれ

　　役場へ要介護認定申請→調査員が訪問し、本人の状

態をお聞きします。→認定審査を経て認定結果が届き

ます。→居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケ

アプランを作成してもらい、在宅サービス・施設サー

ビスを利用します。

　　介護認定申請をしてから認定結果がでるまで約１カ

月かかります。

●介護（介護予防）サービスを利用した時の費用

　　原則として１割が利用者負担となります。

　＊「高額介護サービス費」

　　１か月に支払った負担額が一定の限度額を超え高額

になった場合、越えた分があとから高額介護サービス

費として支給されます。

　＊「高額医療・高額介護合算制度」

　　介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額に

なった場合、各保険の限度額をそれぞれ適用した後、

年間の自己負担額（８月から翌年７月まで）を合算し、

合算制度の限度額を超えた分が支給されます。

�お問い合わせ先�

上板町役場福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）
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　現在、後期高齢者医療制度に加入されている

方には、有効期限が「平成２３年７月３１日」と

なっている濃いクリーム色の「後期高齢者医療

被保険者証」を、１人に１枚お渡ししています。

　７月中に市町村担当課から、有効期限　平成

２４年７月３１日と記載された新しい被保険者

証（みどり色）をお届けします。

　平成２３年８月１日から平成２４年７月３１日

までの一部負担金の割合（１割又は３割）は、

平成２２年中の所得に基づき、改めて判定します。

　８月１日以降は、古い被保険者証は使えま

せんので、受診の際は有効期限を確認し、お間

違えのないようご注意ください。

後期高齢者医療被保険者証

有効期限平成24年7月31日

※ご確認ください！

新しい被保険者証の有効期限は

になっています。

平成24年7月31日

後期高齢者医療
被保険者のみなさんへ ８月は保険証の定期更新月です

臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供のののののののののののののののののののの意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表示示示示示示示示示示示示示示示示示示示示ににににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい臓器提供の意思表示にご協力ください
　新しい被保険者証 ( 有効期限平成２４

年７月３１日 ) の裏面に、臓器提供意思

表示欄が設けられました。

　これは、臓器移植に関する啓発や知

識を深めるためです。臓器移植とは、

病気や事故により臓器が機能しなく

なった方に他の方の健康な臓器を移植

し、機能を回復させる医療です。

　臓器提供の意思表示は自分の意思で

決めることができます。また、意思表

示欄記入後も意思の変更ができます。

　臓器提供についてよく考え、家族と

話し合い、意思表示欄の記入にご協力

ください。

※　臓器提供意思表示欄記入後に、「個

人情報保護シール」をはり付けるこ

とにより、記入内容を他の人に知ら

れないようにすることができます。

このシールは被保険者証同封パンフ

レット「臓器提供の意思表示にご協

力ください」に付いています。

※　記入する場合は、ボールペン等の

消えないペンを使用してください。

注意事項

備　　考

　保険医療機関等において診療を受けようとするときに
は，必ずこの証をその窓口で渡してください。

１　私は，脳死後及び心臓が停止した死後のいずれで
　も，移植の為に臓器を提供します。
２　私は，心臓が停止した死後に限り，移植の為に臓器
　を提供します。
３　私は，臓器を提供しません。
≪１又は２を選んだ方で，提供をしたくない臓器があれ
　ば、×をつけてください。≫

※　以下の欄に記入することにより，臓器提供に
　関する意思を表示することができます。記入す
　る場合は，１から３までのいずれかの番号を○
　で囲んでください。

【心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球】

〔特記欄：　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

署名年月日：　　　年　　　月　　　日

本人署名(自筆)：

家族署名(自筆)：

◆本人署名・家族署名について
　本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。また、家族署名欄には、
この意思表示欄の記入を知っている家族が、その確認のために署名してください

（家族署名欄の署名がなくても意思表示は有効です）。

◆提供したくない臓器の選択
　１又は２を選んだ方で、提供したくな
い臓器があれば、その臓器に×をつけて
ください。なお、提供できる臓器は以下
のとおりです。
脳死後：心臓・肺・肝臓・腎臓・
　　　　膵臓・小腸・眼球
心臓が停止した死後：腎臓・膵臓・眼球
◆特記欄への記載について
　１又は２を選んだ方で、皮膚、心臓弁、
血管、骨などの組織も提供してもいい方
は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」

「血管」「骨」などと記入できます。

◆自分の意思に合う番号を選択

　自分の意思に合う番号を１から３まで

の中からひとつ選んで○をしてください。

※７０歳以上７５歳未満の方（後期高齢者医療制度の被保険者以外）がいる場合、その方々との総収入の合計額が５２０万円未満の場合は１割（要申請）

　【一部負担金の割合の判定方法について】　
１割負担となる方

同じ世帯の被保険者全員の住

民税課税所得が１４５万円未満

３ 割 負 担 と な る 方

被保険者が２人以上の場合被保険者が１人の場合世帯構成

１４５万円以上の被保険者がいる１４５万円以上住民税課税所得

５２０万円未満は１割（要申請）３８３万円未満は１割（要申請）
総収入の合計額

５２０万円以上は３割３８３万円以上は３割（※）

　現在お持ちの「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、有効期限が「平成２３年７月３１日」となっています。

　平成２３年度も住民税非課税世帯で、引き続き「後期高齢者限度額適用・標準負担額減額認定証」を利用される方は更新

が必要になります。６月に徳島県後期高齢者医療広域連合事務局からお送りした認定申請のお知らせをご覧いただき、上板

町役場福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）へ申請してください。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（薄い紫色）をお持ちの方へ

［お問い合わせ先］上板町福祉保健課　TEL ６９４−６８１０
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保健行事予定表　７月〜９月

②　乳がん・子宮がん検診
　平成２３年７月〜平成２４年３月まで、県内医療機関（広域化に
登録している）で実施します。受診間隔は２年に１回です。受診
希望の方は福祉保健課まで連絡ください。
この機会にぜひ検診を受けましょう。

③　乳がん検診
　８月の他にも１０月、１１月にも集団検診を予定しています。

④がん検診推進事業について
　平成２１年度より、女性特有のがん検診の受診促進とがんの早期
発見と健康の保持増進を図ることを目的に事業を実施しています。
対象となる方には、無料クーポン券と検診手帳と受診案内を送付し
ます。
＜クーポン券配布時期＞　平成２３年７月
＜検 診 実 施 期 間＞　平成２３年７月〜２４年３月
無料クーポン券対象年齢は下記のとおりです。

Ⅰ．健康相談・健康教育

担　　当内　　容場　　所時　　間月／日

保健師個別健康相談
農村環境改善
センター

１０：００〜
１１：３０

7/5

保健師・理学療
法士

個別健康相談
農村環境改善
センター

１０：００〜
１１：３０

8/9

保健師個別健康相談
農村環境改善
センター

１０：００〜
１１：３０

9/6

②　個別接種
　「徳島県予防接種広域化」により、上板町内の医療機関に加えて、
町外にかかりつけ医がある方は、町外医療機関で予防接種を受ける
ことができます。
　予防接種の対象者には、個人通知をいたしますので、通知が届
いたら保護者の方は医師と相談をして接種計画を立てて受けま
しょう。
　定期：ＢＣＧ・百日咳ジフテリア破傷風混合・ジフテリア破傷

風混合・麻疹風疹混合（麻疹・風疹単独も可）・日本脳炎
　任意：ヒブ（Hib）・小児用肺炎球菌

＊麻しん風しん予防接種について＊
　麻しんは、麻しんウイルスの空気感染によって起こります。感
染力が強く発熱、せき、鼻汁、めやに、発疹を主症状とします。
主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があります。
　風しんは、風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。軽
い風邪症状で始まり、発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主
症状です。合併症として関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎など
があります。また、妊婦が妊娠早期にかかると、先天性風しん症
候群とよばれる病気により心臓病、白内障、聴力障害などの障害
を持った児が生まれる可能性が高くなります。
　定期接種の該当者は、以下のとおりです。
　　第１期：１歳児
　　第２期：小学校入学前１年間の幼児
　　第３期：中学１年生に相当する年齢の者
　　第４期：高校３年生に相当する年齢の者
　確実に予防するためには、２回の予防接種が必要です。
　第３期、第４期はこれまで１回しか定期接種の機会がなかった世
代の方が対象になりました。保護者の方は、通知を受け取ったら、
なるべく早期に予防接種を受けさせるように努めてください。

＊日本脳炎予防接種について＊
　今年度は、通常の３歳・４歳のお子様に加えて、小学３年生・
小学４年生のお子様にも、日本脳炎の予防接種のご案内を行います。
小学３年生・４年生のお子様がいらっしゃる保護者の方は、母子
健康手帳を確認し、日本脳炎１期接種が不足している場合は接種を
受けましょう。
○日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことを

きっかけに、平成１７年度から平成２１年度まで、日本脳炎予防
接種の積極的な勧奨を差し控えておりました。その後、新たな
ワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常とおり受
けられるようになっています。

○平成７年〜１７年度に生まれた方は、日本脳炎の予防接種が不十
分になっていることがあります。特に平成１３〜１７年度生まれ
のお子様は、１期接種が終わっていないことがあります。

　これらのお子様には、平成２３年度から順次接種のご案内を行い
ます。平成２３年度は、小学３年生・４年生のお子様にご案内を
行います。

○ご案内の対象となっていない場合でも、平成７年６月１日〜平成
１９年４月１日生まれで、１期・２期接種が終わっていないお子
様は、２０歳未満までの間、接種を受けることができます。

Ⅱ．健康診査
①　集団健診

料　金対　　象内　　容場　　所時　間月／日

１,０００円
５００円
無　料
５００円

４０歳以上
４０歳以上
４０歳以上
５０歳以上

胃がん検診
大腸がん検診
肺がん検診
喀痰検査

農村環境
改善セン
ター

８：３０〜
10：0０

8/23

１,５００円４０歳以上
乳がん・甲状
腺がん検診

農村環境
改善セン
ター

１３：３０〜
１６：0０

8/23

無　料
５００円

４０歳以上
５０歳以上

肺がん検診
喀痰検査

町内各地
を巡回

９：００〜
１５：0０

9/27
9/28 
9/29
9/30

�子宮頸がん検診（平成２３年４月１日現在年齢）

生　　年　　月　　日年齢

平成　２　年（１９９０）年４月２日〜平成　３　年（１９９１）年４月１日２０歳

昭和６０年（１９８５）年４月２日〜昭和６１年（１９８６）年４月１日２５歳

昭和５５年（１９８０）年４月２日〜昭和５６年（１９８１）年４月１日３０歳

昭和５０年（１９７５）年４月２日〜昭和５１年（１９７６）年４月１日３５歳

昭和４５年（１９７０）年４月２日〜昭和４６年（１９７１）年４月１日４０歳

�乳がん検診（平成２３年４月１日現在年齢）

生　　年　　月　　日年齢

昭和４５年（１９７０）年４月２日〜昭和４６年（１９７１）年４月１日４０歳

昭和４０年（１９６５）年４月２日〜昭和４１年（１９６６）年４月１日４５歳

昭和３５年（１９６０）年４月２日〜昭和３６年（１９６１）年４月１日５０歳

昭和３０年（１９５５）年４月２日〜昭和３１年（１９５６）年４月１日５５歳

昭和２５年（１９５０）年４月２日〜昭和２６年（１９５１）年４月１日６０歳

Ⅲ．乳幼児健康診査
①　乳児健康診査

対 象 者内　　　容場　　　所時　間月／日

１歳までの乳児
問診・身体計測・内
科診察・育児相談

農村環境改善
センター

１３：３０〜
１４：１５

8/3
10/5

②　１歳６カ月児健康診査

対 象 者内　　　容場　　　所時　間月／日

H２１．１２．１生〜
H２２．２．２８生

問診・身体計測・内
科・歯 科 診 察・歯
科・栄 養・育 児・発
達相談・聴力検査

農村環境改善
センター

１３：００〜
１３：３０

8/4

③　３歳児健康診査

対 象 者内　　　容場　　　所時　間月／日

H２０．２．１生〜
H２０．４．３０生

問診・身体計測・
尿検査・内科・
歯科診察・歯科・
栄養・発達・育
児相談

農村環境改善
センター

１３：００〜
１３：３０

9/7

④　股関節脱臼検診

対 象 者内　　　容場　　　所時　間月／日

H２３．４．２２生〜
H２３．７．１４生

股関節脱臼検診
農村環境改善
センター

１０：４０〜
１１：００

9/21

Ⅱ．子どもの予防接種
①　集団接種（定期）

１）ポリオ

対 象 者内　容場　　　所時　間月／日

生後３ヶ月から９０月未
満の乳幼児

ポリオ
農村環境改善
センター

１３：３０〜
１４：１５

7/20

生後３ヶ月から９０月未
満の乳幼児

ポリオ
農村環境改善
センター

１３：３０〜
１４：１５

9/14

お問い合わせ先　上板町役場福祉保健課（TEL ６９４−６８１０）
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２
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椎　
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昌
志
・
愛
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河
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４
月
誕
生
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眞
重　

義
寿
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美
穂

女
の
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璃
子
︵
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こ
︶

西　

分　
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宏
貴
・
洋
子

女
の
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春
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七　
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七
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男
の
子　

優
心
︵
ゆ
う
し
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︶

★

★

★

★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

　5月30日を中心に、第11回「ごみゼロの日」

キャンペーンを実施したところ、町内各支部

や各種団体、学校等でごみ拾いに協力いただ

きました。また、個人でボランティア活動と

して参加してくださった方もあり、上板町全

体で 2,000 人を超える方に参加協力いただき

ました。

　ポイ捨てのない上板町を目指し、地域や職

場など身近な場所のごみ拾いを、毎年この時

期に継続して呼びかけています。

　「ごみゼロの日」キャンペーンに参加いた

だいた多くの町民の皆様に感謝しながら、こ

の取り組みが、ごみ問題や環境問題を考える

契機となり、循環型社会の構築につながるこ

とを期待するものです。


